
岩見沢市健全化判断比率及び

資 金 不 足 比 率 審 査 意 見 書

岩　見　沢　市　監　査　委　員

令　和　５　年　度



岩見沢市監査委員　  畑　瀬　正　美

岩見沢市監査委員　

岩見沢市監査委員　

 村　上　勝　則

 伊　澤　幸　信

岩 監 第 ３ ３ 号

令和５年８月２２日

令和５年度 岩見沢市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見について

　岩見沢市長　松　野　　 哲　様

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び同法第２２条第１項の規

定により審査に付された令和５年度における健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質

赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率）及び資金不足比率（令和４年度決算に基

づく健全化判断比率及び資金不足比率）について審査したので、その結果について次の

とおり意見を提出する。
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岩見沢市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見

２　審査の期間

１　審査の対象

５　審査の結果

　　令和 ５ 年 ８ 月１８日 から 同年 ８ 月２１日 まで

４　審査の概要

３　審査の実施場所

    岩見沢市役所監査委員室

令和５年度に公表する健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及

び将来負担比率）及び資金不足比率（令和４年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比

率）並びにこれらの算定の基礎となる事項を記載した書類

審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにこれらの算定の基礎となる事項を記載

した書類は、いずれも法令に適合し、かつ正確に作成されているものと認められた。

なお、審査結果についての概要及び意見は次に述べるとおりである。

審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにこれらの算定の基礎となる事項を記載

した書類が、法令に適合し、かつ正確に作成されているかについて、岩見沢市監査基準に基づき、

関係書類等との照合検査を行い、健全化判断比率及び資金不足比率の審査実施要領で定めた着眼

点を基本とし、一般に公正妥当と認められる審査手続きにより実施した。
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　　　　　　　　（ － ）

　　　　　　　　（ △ ）

健全化法施行令

地方公共団体の財政の健全化に関する法律

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令

３　法令等の名称は次の略称を用い記載した。

健全化法

該当数値なし

負数

２　符号の用法は、次のとおりである。

１　審査資料の各表中における年度は、各数値の算定に用いた決算年度により表示した。

【注 記】

　 本意見書における表記方法は次のとおりとした。
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健　 全　 化　 判　 断　 比　 率





令和３年度

令和４年度

令和５年度

１　実質赤字比率

- 12.08

373,559 

実質赤字比率
①／②×100

第２表　実質赤字比率の算定結果

財政再生基準区 分

20.00比　率

- 12.10

0 

早期健全化基準

24,770,614 

（単位：％）

-                         12.14

第１表　実質赤字比率算定の基礎数値

金 額

区 分

（単位：千円）

標準財政規模　②実質赤字額　①実質収支額

実質赤字比率は、健全化法第２条第１号の規定に基づき、一般会計等を対象とした実質赤

字額の標準財政規模に対する割合を示す指標である。

令和４年度決算により算定した実質収支額は、第１表に示すとおり 373,559千円の黒字と

なっており、内訳は一般会計では 372,777千円、特別会計高等学校費では 782千円がそれぞ

れ黒字となっている。

健全化法施行令第７条及び第８条において、第２表に示すとおり早期健全化基準及び財政

再生基準がそれぞれ定められているが、実質赤字比率は赤字額に着目した比率であることか

ら、実質収支額が黒字である場合には、実質赤字比率は算定されないこととなり、令和５年

度における実質赤字比率は当該基準を下回る結果となっている。

なお、実質赤字比率の算定に係る内容は ７ページから ８ページの資料１に示すとおりで

ある。
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令和３年度

令和４年度

令和５年度

２　連結実質赤字比率

金 額 7,637,989 

区 分

第３表　連結実質赤字比率算定の基礎数値

標準財政規模②

0 

（単位：千円）

24,770,614 

連結実質収支額 連結実質赤字額①

30.00

17.14

第４表　連結実質赤字比率の算定結果

区 分

-

（単位：％）

早期健全化基準

17.08

-

-

財政再生基準

比　率

17.10

連結実質赤字比率
①／②×100

連結実質赤字比率は、健全化法第２条第２号の規定に基づき、連結実質赤字額の標準財政規

模に対する割合を示した指標であり、実質赤字比率における一般会計等の実質赤字額のみなら

ず、公営企業会計も含めた全会計の実質赤字額及び資金不足額を対象としたものである。

令和４年度決算により算定した連結実質収支額は、第３表に示すとおり 7,637,989千円の黒

字となっており、内訳は一般会計等で 373,559千円、一般会計等以外の特別会計のうち公営企

業に係る特別会計以外の会計で 664,013千円、法適用公営企業会計で 6,550,686千円、法非適

用公営企業会計で 49,731千円となっている。

健全化法施行令第７条及び第８条において、第４表に示すとおり早期健全化基準及び財政再

生基準がそれぞれ定められているが、実質赤字比率と同様、連結実質赤字比率についても赤字

額に着目した比率であることから、連結実質収支額が黒字である場合には、連結実質赤字比率

は算定されないこととなり、令和５年度における連結実質赤字比率は当該基準を下回る結果と

なっている。

なお、連結実質赤字比率の算定に係る内容は ７ページから ８ページの資料１に示すとおり

である。
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※

※

① ② ③

9.4

早期健全化基準

8.4

（単位：％）

35.025.0

財政再生基準
実質公債費比率
（①+②+③）／３

10.2

比率（３カ年平均）

令 和 ５ 年 度

令 和 ３ 年 度

区 分

令 和 ４ 年 度

３　実質公債費比率

9.36424

※　地方債元利償還金・準元利償還金及び標準財政規模は、健全化法第2条第3号の規定による算入公債費等
　　 の額を控除した額である。

区 分 令和４年度 令和３年度

第６表　実質公債費比率の算定結果

第５表　過去３カ年の実質公債費比率の基礎数値

比率（単年度）

地方債元利償還金
・ 準 元 利 償 還 金

標 準 財 政 規 模

（単位：千円、％）

1,894,593

21,010,230

2,187,166

20,232,218

2,327,127

21,013,808

令和２年度

11.07428 10.41001

実質公債費比率は、健全化法第２条第３号の規定に基づき、市の全会計が負担する元利償

還金と準元利償還金及び一部事務組合等の起こした地方債に充てたと認められる補助金又は

負担金の標準財政規模に対する割合を示した指標であり、この比率が大きいほど財政運営が

硬直化していることを示すものである。

過去３カ年における単年度ベースの実質公債費比率は、第５表に示すとおりであり、健全

化法においては、過去３カ年の平均値を算定することとされていることから、令和５年度に

おける実質公債費比率は 10.2％（対前年度比 0.8ポイント上昇）となっている。

健全化法施行令第７条及び第８条において、第６表に示すとおり早期健全化基準及び財政

再生基準がそれぞれ定められているが、令和５年度における実質公債費比率は当該基準を下

回る結果となっている。

なお、実質公債費比率の算定に係る内容は ９ページの資料２に示すとおりである。
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※　将来負担比率における財政再生基準については、健全化法による規定がない。

（単位：千円）

控除前の額

比率

76.4

令 和 ３ 年 度

令 和 ５ 年 度

令 和 ４ 年 度 75.4 350.0

70.7

将来負担比率
①／②×100

（将来負担額）

区 分

（単位：％）

財政再生基準

（算入公債費等の額）

早期健全化基準

21,013,808

第７表　将来負担比率算定の基礎数値

第８表　将来負担比率の算定結果

（標準財政規模）

（充当可能財源等）

控除後の額控除すべき額

16,061,289
57,722,585

3,756,806

73,783,874

24,770,614

①

②

４　将来負担比率

将来負担比率は、健全化法第２条第４号の規定に基づき、市の全会計における将来負担す

べき実質的な負債並びに一部事務組合及び設立法人の負債のうち一般会計等において実質的

に負担する負債の標準財政規模に対する割合を示した指標である。

令和５年度における将来負担比率は、第７表に示す令和４年度末における将来負担額から

充当可能財源等を控除した額 16,061,289千円を標準財政規模から算入公債費等の額を控除

した額 21,013,808千円で除した 76.4％（対前年度比 1.0ポイント上昇）となっている。

健全化法施行令第７条において、第８表に示すとおり早期健全化基準が定められているが、

令和５年度における将来負担比率は当該基準を下回る結果となっている。

なお、将来負担比率の算定に係る内容は、１０ページの資料３に示すとおりである。
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審　　　　査　　　　資　　　　料



49,824,890 49,306,988 517,902 145,125 372,777 398,040 △ 25,263

550,829 550,047 782 0 782 440 342

50,375,719 49,857,035 518,684 145,125 373,559 398,480 △ 24,921

8,494,541 8,334,700 159,841 0 159,841 289,604 △ 129,763

9,022,125 8,519,512 502,613 0 502,613 474,482 28,131

1,448,129 1,446,570 1,559 0 1,559 1,481 78

18,964,795 18,300,782 664,013 0 664,013 765,567 △ 101,554

4,932,103 0 1,739,595 396,593 3,589,101 3,729,618 △ 140,517

1,065,555 0 559,293 424,319 930,581 761,129 169,452

2,172,430 0 876,376 734,950 2,031,004 1,847,804 183,200

8,170,088 0 3,175,264 1,555,862 6,550,686 6,338,551 212,135

令和３年度
実質収支額

⑥

差　引
⑤-⑥

（単位：千円）

（単位：千円）

令和４年度
実質収支額

③-④
⑤

一般会計等以外の特別会計のうち公営企業に係る特別会計以外の会計

一般会計等

歳入歳出
差 引 額
①-②

③

計

翌年度に
繰り越す
べき財源

④

歳入総額
①

歳出総額
②

計

下 水 道 事 業 会 計

水 道 事 業 会 計

病 院 事 業 会 計

会 計 名

一 般 会 計

計

介 護 保 険 費

後 期 高 齢 者 医 療 費

国 民 健 康 保 険 費

高 等 学 校 費

法適用公営企業会計

控除額
②

控除額
④

令和４年度
資金不足
・剰余額

（①-②）-（③-④）
⑤

資料１

流動資産
①

会 計 名

（単位：千円）

会 計 名

流動負債
③

歳出総額
②

翌年度に
繰り越す
べき財源

④

令和４年度
実質収支額

③-④
⑤

歳入歳出
差 引 額
①-②

③

令和３年度
実質収支額

⑥

差　引
⑤-⑥

歳入総額
①

各　会　計　に　お　け　る

令和３年度
資金不足
・剰余額

⑥

差　引
⑤-⑥

（Ａ）

（B）

（Ｃ）
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37,280 36,690 590 590 628 △ 38

233,248 232,905 343 343 449 △ 106

6,073 130,515 △ 124,442 151,795 12,750 14,603 20,475 △ 5,872

28,531 4,451 24,080 10,115 0 34,195 35,693 △ 1,498

305,132 404,561 △ 99,429 161,910 12,750 49,731 57,245 △ 7,514

24,770,614 24,991,914 △221,300

311,707 1,102,909 △791,202

△ 1.50 △ 1.59 0.09

△ 30.83 △ 30.24 △ 0.59

公 共 用 地 等 造 成 費

計

連結実質収支額（E）

公 設 卸 売 市 場 費

農業集落排水事業費

企 業 用 地 造 成 費

差　引

（単位：千円、％）

令和３年度令和４年度区 分

実　質　収　支　等　の　状　況

差　引
⑥-⑦

（単位：千円）

令和４年度
資金不足・

剰余額
③+④-⑤

⑥

地方債
残高
⑤

令和３年度
資金不足・

剰余額
⑦

歳出総額
②

差引額
①-②

③
会 計 名

歳入総額
①

土地収入
見込額

④

法非適用公営企業会計

合計　（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｄ）

実質収支額又は連結実質収支額が黒字である場合、  実質赤字比率又は連結実質赤字比率は負の値で表示され、
この場合、当該比率は算定されないこととなる。

連結実質赤字比率
（Ｅ）/（Ｆ）×100

うち、臨時財政対策債発行可能額

実質赤字比率
（Ａ）/（Ｆ）×100

78,1467,559,8437,637,989

※

標準財政規模（F）

（Ｄ）

※

※

※

※
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令和４年度 令和３年度 令和２年度

5,049,698 5,056,561 4,696,879

0 0 0

0 0 0

895,650 943,168 1,018,636

81,358 76,878 60,022

57,227 91,645 90,771

0 598 254

6,083,933 6,168,850 5,866,562

10,663,621 10,135,467 10,407,436

13,795,286 13,753,538 12,944,886

311,707 1,102,909 851,865

24,770,614 24,991,914 24,204,187

596,688 698,625 885,932

3,055,775 3,184,025 2,979,862

104,343 99,034 106,175

3,756,806 3,981,684 3,971,969

10.2 9.4 8.4

計　　③

標準税収入額等

普通交付税額

臨時財政対策債発行可能額

事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費

災害復旧費等に係る基準財政需要額

密度補正により基準財政需要額に算入された元利償還
金及び準元利償還金

実 質 公 債 費 比 率 の 状 況

（単位：千円、％）

計　　①

公債費充当一般財源等額（繰上償還額及び満期一括償
還地方債の元金に係る分を除く）

積立不足額を考慮して算定した額

満期一括償還地方債の１年当たりの元金償還金に相当
するもの（年度割相当額）

公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財
源に充てたと認められる繰入金

資料２

３カ年平均

（①-③）/（②-③）×100
10.4100111.07428

区 分

単　年　度

算
入
公
債
費
等

地
方
債
元
利
償
還
金
・
準
元
利
償
還
金

標
準
財
政
規
模

一部事務組合等の起こした地方債に充てたと認められる
補助金又は負担金

公債費に準ずる債務負担行為に係るもの

一時借入金の利子

9.36424

計　　②

- ９ -



（単位：千円、％）

令和４年度 令和３年度 差 引

一般会計等における地方債現在高 62,218,609 63,964,020 △ 1,745,411

債務負担行為に基づく支出予定額 290,550 347,777 △ 57,227

公営企業債等繰入見込額 6,034,534 6,037,385 △ 2,851

組合負担等見込額 561,084 495,144 65,940

退職手当負担見込額 4,452,284 4,497,738 △ 45,454

設立法人の負債額等負担見込額 226,813 226,813 0

連結実質赤字額 0 0 0

組合連結実質赤字額負担見込額 0 0 0

計　① 73,783,874 75,568,877 △ 1,785,003

充当可能基金 12,261,615 12,044,832 216,783

充当可能特定歳入 5,583,356 5,542,455 40,901

基準財政需要額算入見込額 39,877,614 42,125,798 △ 2,248,184

計　② 57,722,585 59,713,085 △ 1,990,500

　標 準 財 政 規 模　③ 24,770,614 24,991,914 △ 221,300

うち、臨時財政対策債発行可能額 311,707 1,102,909 △ 791,202

3,756,806 3,981,684 △ 224,878

資料３

区 分

将 来 負 担 比 率 の 状 況

75.4
（①－②）/（③－④）×100

　　 算 入 公 債 費 等 の 額　④

将　来　負　担　比　率

充
当
可
能
財
源
等

将
　
来
　
負
　
担
　
額

76.4 1.0
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資　 金　 不　 足　 比　 率





区分
経営健全化
基　　　　 準

令和５年度
資金不足比率
①／②×100

-                 

37,927

20.0

-                 

令和４年度
資金不足比率

10,414,082

事業の規模
②

-                 

-                 

（単位：千円、％）

病 院 事 業 会 計

0

法
非
適
用
事
業

法
適
用
事
業

公 設 卸 売 市 場 費

0

第１表　資金不足比率算定の基礎数値及び算定結果

-                 3

資金不足額
①

0

1,580,286

1,571,275 -                 -                 

-                 -                 

会　　　　　計

１　資金不足比率

水 道 事 業 会 計

下 水 道 事 業 会 計 0

-                 

公 共 用 地 等 造 成 費 -                 

-                 

0 151,795

34,195企 業 用 地 造 成 費 0

農業集落排水事業費

-                 

-                 

0

資金不足比率は、健全化法第２２条第２項の規定に基づき、公営企業ごとに資金不足額の事業

の規模に対する割合を示す指標である。

健全化法施行令第１９条において、第１表に示すとおり経営健全化基準が定められているが、

資金不足比率は、資金不足額に着目した比率であることから、令和４年度決算において剰余金を

生じた公営企業では資金不足比率は算定されないこととなり、令和５年度における資金不足比率

はすべての公営企業会計で経営健全化基準を下回る結果となっている。

なお、資金不足比率の算定に係る内容は １４ページから１５ページの資料１に示すとおりで

ある。

- １２ -
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審　　　　査　　　　資　　　　料



※１　【流動負債等】

※２　【算入地方債の現在高】

※３　【流動資産等】＝[流動資産の額]－[控除財源]－[控除額]

※４　【解消可能資金不足額】

※５　【算入地方債の現在高】

※６　【歳入額等】＝[歳入額]－[決算年度の翌年度に繰越すべき財源]

※７　【土地収入見込額】

※８　【地方債残高】販売用の土地の取得、造成を行うために起こした地方債の決算年度末における現在高

農 業 集 落
排 水 事 業 費

公 共 用 地 等
造 成 費

会　　計　　名

算入地方債
の現在高

②

0

0

232,905

流動資産等
③

解消可能
資金不足額

④

 -

 -0

建設改良費・準建設改良費（地方債に関する省令第12条及び附則第8条に規定するもの）以外の経費の財源に充てる
ために起こした地方債の決算年度末における残高から、当該地方債のうち流動負債として整理されているものの現在
高を控除した額

＝[流動負債の額]－[控除企業債等]－[控除未払金等]－[控除額]－[PFI建設事業費等]

151,795

10,115

37,280

0企 業 用 地 造 成 費 4,451

0

233,248

28,531

建設改良費・準建設改良費（地方債に関する省令第12条及び附則第8条に規定するもの）以外の経費の財源に充てる
ために起こした地方債の決算年度末における残高

1,343,002病 院 事 業 会 計

水 道 事 業 会 計

下 水 道 事 業 会 計

134,974

 -

土地収入見込額
④

法非適用事業

歳出額
①

0130,515

0

歳入額等
③

算入地方債
の現在高

②

資料１

36,690公 設 卸 売 市 場 費

6,073

販売を目的として所有する土地の価額　※宅地造成会計（公共用地等造成費及び企業用地造成費）のみ適用

各　会　計　に　お　け　る　資

事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足が生じる等の事情がある場合において、資金の不足額
から控除する一定の額

4,932,103

1,065,555

2,172,430

会　　計　　名
流動負債等

①

141,426

法適用事業

（※１） （※２） （※３） （※４）

（※５） （※６） （※７）
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金　不　足　比　率　の　状　況

事業の規模
⑤

-

差 引

-

-

-

-

令和４年度
資金不足比率

-

-

-

（単位：千円、％）

1,580,286

1,571,275

10,414,082

0

地方債
残高
⑤

-34,195

-

12,750

事業の規模
⑦

37,927

令和５年度
資金不足比率
(①+②-③-④+
⑤-⑥)/⑦×100

-

-

151,795

3

 -

 -

 -

 -

（単位：千円、％）

令和５年度
資金不足比率
（①+②-③-④）

/⑤×100

-

-

-

解消可能
資金不足額

⑥

令和４年度
資金不足比率

-

-

-

差 引

-

-

-

（※８）
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